
一般地域の環境基準  

地域の類型  昼間：６時～２２時 夜間：２２時～６時  

A ５５ｄB以下 ４５ｄB以下  

B ５５ｄB以下 ４５ｄB以下  

C ６０ｄB以下 ５０ｄB以下  

    

Ａ類型：専ら住居の用に供される地域  

Ｂ類型：主として住居の用に供される地域   

Ｃ類型：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

 


